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７月号でご案内致しましたように、３個所

４名の社会保険労務士が経営統合し、９月

１日、新しく社会保険労務士法人アコール

がスタート致しました。８名の事務所職員

体制となりましたが、皆さま方と共に調和

をもって歩み、社会にも貢献できる事務所

を目指して参ります。 

 

事業内容につきましても、働き方改革で

益々難題となっていく労務管理、労使問題 

への対応、人手不足や同一労働同一賃金へ

の賃金制度対応など、令和の時代に即した 

「新しい労務管理制度」をご提案して参り

ます。また、採用時や現職社員への適正・

適職判定検査、ハラスメントなど社外相談

窓口に設置、企業の労務監査業務なども積

極的に推進致します。何卒、倍旧のご支援

とご鞭撻をお願い申し上げます。 

新事務所移行でご迷惑をお掛けすることが

ありましたら担当労務士へご連絡下さい。 

企業が従業員を採用する際には、入社を希

望する者から履歴書を提出させ、それに基

づいて面接を行い、経験、適性、人柄、年

齢等により採否を決定されることが多いの

ではと思いますが、人手不足の昨今、少々

問題があっても背に腹は代えられず、即刻

採用してしまうケースも多々あるようで

す。   

過去のケースですが、製造業の事業主様

が、現場従業員（正社員、試用期間３ケ

月）を採用されました。 

ところが、入社初日 

から現場の上司の指示 

命令はろくに聞こう 

ともせず、現場の先輩 

にも横柄な口の利き方 

をするなど協調性もまるでなく、現場から

社長に不平不満の声が発せられました。 

その都度、社長が本人を辛抱強く説得しま

したが、入社日から１５日目に社長と本人

のやり取りの中で、色々言いがかりをつけ

てきて社長の堪忍袋の緒が切れ、「お前は

首だ。」と言われました。 

本人は、これを待っていたのです。
．．．．．．．．．．．．．．．．

労基法

２１条（解雇予告の除外）に、試みの使用

期間中の者、とありますが、但し書きに１
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従業員の採用と解雇 



４日を超えて引き続き雇用された場合は除

くとあります。すなわち入社日から１４日

を経過した後に解雇した場合は、３０日分

の解雇予告手当を支払わねばならないケー

スが出てきます。 

        本人は、すぐさま労基署

に訴え出ました。会社

は、本人の勤務態度の悪

さや暴言等を従業員から

聞き取り調査し、解雇予

告手当の支払いを拒もう 

としましたが、最終的にはやむなく支払い 

に応じることとなりました。このケースで 

は、「解雇するなら１４日以内に」という 

教訓ではありますが、採用を誤れば大きな 

損害になることを改めて認識しました。 

多少の煩わしさはあっても、面接は２回以

上、人柄、態度、家庭環境、能力などを見

定め、適材適所の人材であるか見極める必

要があります。また、採用後も一日ごとの

作業報告、勤務態度、協調性、業務能力な

どを点検し、試用期間中に不具合があれば

注意、指導を繰り返し、場合によっては始

末書を取るなどし、またその記録を残すこ

とも必要でしょう。 

採用試験 

当事務所では採用 

試験を各企業様から 

受託していますが、 

特に、性格適性検査 

を重視し、意欲、責任、積極性だけで 

なく情緒の安定度も判定し、採用合否の参

考にして頂いています。 

採用試験の詳細につきましては、当事務所

のＨＰを参考願います。 

社会保険労務士法人アコール 検索 

 

 

本年４月以降に１０日以上年次有給休暇を

付与される人は、１年間で５日以上の取得

が義務づけられています。中途入社が多い

会社の場合、雇い入れ日から起算すると付

与日がバラバラとなり、管理が煩雑になる

ため今年から付与日を統一（例えば全員４

月１日に揃える等）された会社もあるよう

です。  

付与日を統一する場合、労働基準法を下回

ることはできませんので、法律上の付与日

より前倒しをしなくてはなりません。もし

今年から毎年４月１日を付与日と統一した

場合、今年３月１日に有休を付与されたば

かりの人に、１ヵ月後の４月１日に来年３

月１日に与える予定だった日数を先に付与

することになります。 

ここで注意すべきことは有休の残日数で

す。有休の時効は２年間でその年に残った

有休は来年に繰り越せますが、翌々年の有

休を付与した時点で権利は無くなります。

しかし前倒しして付与した場合、前々回に

付与された有休がまだ時効でありませんの

で、２年になるまで取得する権利がありま

す。例えば毎年２０日付与して全く有休取

得していなかった人に今回６ヵ月前倒しで

付与した場合、その時点で、６ヵ月前に与

えた有休２０日と１年６ヵ月前に与えた有

休２０日が残っていて、合計６０日となり

ます。その６ヵ月後には前々回の有休は時

効で消滅しますので、４０日となります。 

今年４月から有休管理簿の作成も義務づけ

られています。有休の日数の把握にご注意

ください。また、有給付与についてのご質

問がありましたらお問合せ下さい。 

 

有休の時効にご注意を 

 



 

 

２０１９年度の最低賃金（時給）の改定額

が８月９日全都道府県で出そろいました。

岐阜県は２６円アップの８５１円、愛知県

が２８円アップの９２６円、最高は東京の

１０１３円で、神奈川とともに初めて１０

００円を超えています。最低額は７９０円

で１５県が並び、東京と最低県の地域間の

格差は２２３円となり２０１８年度の２２

４円から僅かですが１円縮小します。 

全国平均は９０１円、昨年比２７円増とな

っています。 

 

中央最低賃金審議会では、労働側と人件費

増を避けたい経営側の主張は激しく対立し

ましたが、人手不足や１０月に消費税増税

を控えていることを背景に前年度の引き上

げ額を上回る水準で決着しました。１６年

度と１７年度の引き上げ額は２５円、１８

年度は２６円で、率にすると１９年度は

３・１％に達し、４年連続の３％程度の大

幅アップとなります。 

新しい最低賃金は都道府県ごとに１０月頃

発布・適用されます。 

 

●行政手続きコスト２０％削減へ（8月 25

日）━━━ 

厚労省は労働・社会保険の手続きについて

受付窓口をワンストップ化し、届出様式を

統一するよう令和２年１月１日より施行し

ます。労働基準監督署、ハローワーク、年

金事務所いずれの窓口においても一括で受

付られることになります。       

●年金７５歳開始も可能に（8 月 12 日）

━━━━               

厚労省は、公的年金の受給開始時期を本人

の選択で７５歳まで繰り下げられるように

する方針を固めました。（現行は７０歳ま

で） 受給開始時期を繰り下げるほど年金

月額は増える仕組みで、７５歳にした場

合、６５歳で受給を始めた時よりも約１．

８倍に増額される見込みです。     

●全会社員 iDeCo 併用可能（8月 10 日）

━━━━━              

厚労省が確定拠出年金についてまとめた改

革案で、「企業型」に加入する会社員は、

個人で入る「個人型（iDeCo）」は原則とし

て併用できないルールを改め、全ての会社

員が企業型と iDeCo の併用を可能にする方

針を固めています。その他加入期間の延長

や他の利用拡大策の検討も進めています。

●派遣社員の時給、３年後に３割引上げ

（7月 18 日）━━━━━━      

厚労省は、派遣社員が３年間同じ業務で経

験を積んだ後に業務内容が変わった際の賃

金を３割上げるなどとする指針をまとめま

した。来年４月から始まる「同一労働同一

賃金」への対応にあわせ、正社員との賃金

の差を縮めることになります。 

雇 用 関 連 ニ ュ ー ス 最低賃金 全国平均９００円台へ 


